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平成 28年 5月期、平成 28 年 11月期及び平成 29年 5月期の 

運用状況の予想に関するお知らせ 

 

 タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28年 5月期（第

1期）（平成 27年 8月 5日～平成 28年 5月 31日）、平成 28年 11月期（第 2期）（平成 28年 6月

1日～平成 28年 11月 30日）及び平成 29年 5月期（第 3期）（平成 28年 12月 1日～平成 29年 5月

31日）の運用状況の予想について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 営業収益 営業利益 経常利益 
当期純利

益 

1口当たり 
分配金 

（利益超過分配
金 

は含みません。） 

1口当たり 

利益超過分配金 

1口当たり

分配金（利益

超過分配金を

含みます。)  

平成 28年 11

月期 

（第 2期） 

379 

百万円 

170 

百万円 

148 

百万円 

147 

百万円 
2,981円 ‐円 

 

2,981円 

 

平成 29年 5月

期 

（第 3期） 

386 

百万円 

160 

百万円 

140 

百万円 

139 

百万円 
2,818円 ‐円 

 

2,818円 

（参考）平成 28年 11月期：予想期末発行済投資口数 49,424口  1口当たり予想当期純利益 2,981円 

平成 29年 5月期  ：予想期末発行済投資口数 49,424口  1口当たり予想当期純利益 2,818円 

なお、平成 28 年 5 月期につきましては、資産の運用を開始しておりませんが、以下のとおりの業績を

見込んでおります。予想期末発行済投資口数は 2,000口です。 

 営業収益 営業利益 経常利益 
当期純利

益 

1口当たり 
分配金 

（利益超過分配

金 

は含みません。） 

1口当たり 

利益超過分配金 

1 口当たり

分配金（利益

超過分配金を

含みます。)  

平成 28年 5月

期 

（第 1期） 

－ 
△8 

百万円 

△8 

百万円 

△8 

百万円 
－ － 

 

－ 

（注記） 
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1. 本投資法人の営業期間は、毎年 6 月 1 日から 11 月末日まで及び 12 月 1 日から翌年 5 月末日までですが、

第 1期の営業期間は、本投資法人設立の日（平成 27年 8月 5日）から平成 28年 5月末日までとなり、実

質的な運用期間は第２期からとなっております。 

2. 上記予想数値の算定にあたっては、新投資口の発行価格を 1口当たり 100千円と仮定しています。 

3. 上記予想数値は、別紙「平成 28 年 11月期及び平成 29年 5月期運用状況の予想の前提条件」記載の前提

条件の下に算出した現時点のものであり、今後の再生可能エネルギー発電設備等の取得若しくは売却、イ

ンフラ市場等の推移、実際に決定される新投資口の発行数及び発行価格、金利の変動、又は本投資法人を

取り巻くその他の状況の変化等により、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1 口当たり

分配金（利益超過分配金は含みません。）、１口当たり利益超過分配金及び 1 口当たり分配金（利益超過分

配金を含みます。）は変動する可能性があります。また、本予想は分配金及び利益超過分配金の額を保証す

るものではありません。 

4. 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。 

5. 本投資法人の投資口の株式会社東京証券取引所インフラファンド市場への上場予定日は平成 28 年 6 月 2

日です。 

6. 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。以下同じです。 

以上 

＊ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 
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【別紙】 

平成 28年 11月期及び平成 29年 5月期運用状況の予想の前提条件 

 

項目 前提条件 

計算期間 

 平成 28年 11月期（第 2期）:平成 28年 6月 1日～平成 28年 11月 30日（183

日） 

 平成 29 年 5 月期（第 3 期）:平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 5 月 31 日（182

日） 

運用資産 

 本投資法人は、本日開催の役員会で決議した新投資口の発行により調達した資金

及び借入れにより調達した資金をもって、平成 28 年 6 月 2 日に 10 物件の太陽

光発電設備等（以下「取得予定資産」といいます。）を取得する予定です。 

 運用状況の予想にあたっては、取得予定資産を上記日付に取得すること及び平成

29 年 5 月期末まで運用資産の異動（新規資産の取得、保有資産の処分等）がな

いことを前提としています。 

 実際には取得予定資産以外の新規資産の取得又は保有資産の処分等により変動

する可能性があります。 

営業収益 

 取得予定資産の賃貸事業収益については、取得予定資産の取得予定日において効

力を有する予定の発電設備等の賃貸借契約に記載されている、年間時別日射量デ

ータベース等を基に第三者によって算出された発電量予測値を勘案して算定さ

れた当該月の予想売電収入の金額と同額の最低保証賃料を基準に算出していま

す。 

 営業収益については、取得予定資産の賃貸事業収益を前提としており、取得予定

資産の売却を目的とはしておりません。 

 賃貸事業収益については、賃料の滞納又は不払いがないことを前提としていま

す。 

営業費用 

 主たる営業費用である取得予定資産の賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費

用については、各取得予定資産の現所有者等より提供を受けた情報に基づき、過

去の実績値及び各委託先への見積もり等により得られた数値をベースに、費用の

変動要素を反映して算出しています。 

 本投資法人では、太陽光発電設備等の取得にあたり、平成 28 年度の固定資産税

等については、現所有者との間で期間按分により精算することを予定しており、

当該精算相当額については、取得年度において取得原価に算入します。したがい

まして、取得予定資産にかかる平成 28 年度の固定資産税等は費用として計上し

ていません。なお、取得予定資産について取得原価に算入する固定資産税等の精

算金の総額は 40 百万円を見込んでいます。また、以降発生する固定資産税等に

ついては平成 29年 5月期から費用計上され、平成 29年 5月期に 16百万円を見

込んでいます。 

 太陽光発電設備等の修繕費は、本投資法人の資産運用会社であるタカラアセット

マネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）が、第三者から

取得したテクニカル・レポートに基づき、各営業期間に必要と想定した額を費用

として計上する方針です。賃貸借契約に基づき、一定の費用を除き、日常的に発

生する修繕費については、賃借人が負担することとしているため、平成 28 年 11

月期及び平成 29 年 5 月期においては修繕費を見込んでおりません。ただし、予

想し難い要因に基づく建物の毀損等により修繕費が緊急に発生する可能性があ

ること、一般的に年度による金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する

金額ではないこと等から、各営業期間の修繕費が予想金額と大きく異なる結果と
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項目 前提条件 

なる可能性があります。 

 太陽光発電設備における保守管理費用は平成 28年 11月期及び平成 29年 5月期

においてそれぞれ 18 百万円を見込んでおります。また、水道光熱費におきまし

ては平成 28年 11月期及び平成 29年 5月期においてそれぞれ 2百万円を見込ん

でおります。 

 借地料については平成 28年 11月期及び平成 29年 5月期においてそれぞれ 1百

万円を見込んでおります。 

 減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、平成

28年 11月期、平成 29年 5月期に 150百万円を、それぞれ見込んでいます。 

営業外費用 

 創立費並びに本日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上場・募集に係る

費用として、平成 28年 11月期に 5百万円、平成 29年 5月期に 5百万円を、そ

れぞれ見込んでいます。 

 支払利息その他融資関連費用として、平成 28 年 11 月期に 16 百万円、平成 29

年 5月期に 13百万円を、それぞれ見込んでいます。 

借入金 

 平成 28年 6月 2日に金融商品取引法第 2条第 3項第 1号に規定する適格機関投

資家（租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に規定する機関投資家に

限ります。）より総額 4,290百万円の借入れを行うことを前提としています。 

 下記の「投資口」に記載の第三者割当による新投資口の発行（上限 47,424 口）

による手取金は、当該借入金の一部返済又は手元資金として将来の特定資産の取

得資金の一部に充当する予定です。 

 平成 28年 11月期（第 2期）末の総資産有利子負債比率の LTVは 46%程度とな

る見込みです。 

 総資産有利子負債比率 LTVの算出にあたっては、次の算式を使用しています。 

総資産有利子負債比率 LTV＝有利子負債総額÷資産総額×100 

発行済投資口数 

 本日現在発行済みである 2,000口に加えて、本日開催の役員会で決議した新投資

口の発行（45,166 口）及び第三者割当による新投資口の発行（上限 2,258 口）

によって新規に発行される予定の投資口数の上限である合計 47,424 口が全て発

行されることを前提としています。 

 上記を除き、平成 29 年 5 月期末までに新投資口の発行等による投資口数の変動

がないことを前提としています。 

 1 口当たり分配金（利益超過分配金は含みません。）、1 口当たり利益超過分配

金及び 1口当たり分配金（利益超過分配金を含みます。）は、上記の新規に発行

される予定の投資口数の上限である合計 47,424口を含む平成 28年 11月期及び

平成 29年 5月期の予想期末発行済投資口数 49,424口（上限）により算出してい

ます。 

1口当たり 

分配金 

（利益超過分配

金は含みませ

ん。） 

 1口当たり分配金（利益超過分配金は含みません。）は、本投資法人の規約に定

める金銭の分配の方針に従い、利益の全額を分配することを前提として算出して

います。 

 賃借人の異動、賃貸借契約の内容の変更に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕

の発生等を含む種々の要因により、1口当たり分配金（利益超過分配金は含みま

せん。）は変動する可能性があります。 

1口当たり 

利益超過分配金 

 1口当たり利益超過分配金は、本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程

である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い算出します。 

 本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各営業期間の資本的支出の額に

鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要（投資対象資産の新規取
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項目 前提条件 

得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転

資金、債務の返済及び分配金の支払い等）に対応するため、融資枠等の設定状況

を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した上で、本投資法人の財

務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、毎計算期間における減価償却費の 30%に相

当する金額を目途として、利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を原則とし

て毎計算期間実施する方針とします。 

 上記にかかわらず、第 1期（平成 28年 5月期）については資産の運用を開始し

ていないため利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を実施する予定はありま

せん。また、第 2 期（平成 28 年 11 月期）については、取得予定資産の平成 28

年度の固定資産税について売主と期間按分する結果本投資法人が負担して支払

う精算金相当額が取得原価に算入されるため費用計上されず、第 3 期（平成 29

年 5 月期）については、取得予定資産の平成 29 年度の固定資産税の一部が費用

計上されるものの、固定資産税（償却資産）の課税標準の軽減措置が取得予定資

産の太陽光発電設備に適用されるため、いずれの期間も相応の利益の分配が可能

であると現時点において見込まれること等を考慮して、これらの期間についても

利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を実施する予定はありません(注)。さ

らに、第 4 期（平成 29 年 11 月期）以降の計算期間についても、経済環境、再

生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等諸般の事

情を総合的に考慮した上で、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物

件の取得資金への充当、自己投資口の取得などの他の選択肢についても検討の

上、利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を実施しない場合や上記目途より

も少ない金額にとどめる場合もあります。 

 なお、利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）の実施は手元資金の減少を伴う

ため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要

が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得に当たり資

金面での制約となる可能性があります。また、利益を超えた金銭の分配（出資の

払戻し）を実施した場合、当該金額は出資総額又は出資剰余金から控除されます。 

その他 

 法令、税制、会計基準、株式会社東京証券取引所の定める上場規程等、一般社団

法人投資信託協会の定める規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正

が行われないことを前提としています。 

 一般的な経済動向、太陽光発電設備の市況及び不動産市況等に不測の重大な変化

が生じないことを前提としています。 

(注)通常期であれば費用に計上されるにもかかわらず、取得原価に算入されるために費用計上されない

固定資産税相当額が、第 2期において約 29百万円、第 3期において約 10百万円発生することを見込ん

でおります。また、さらに、固定資産税（償却資産）の課税標準の軽減措置が取得予定資産の太陽光発

電設備に適用されることにより、本来支払うべき税額よりも軽減される税額が、第 3期において約 5百

万円発生することを見込んでおります。これらはいずれも一時的な利益の増額要素となります。 


